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津山圏域雇用労働センターの指定管理者の候補者の選定結果について 
 
 
　津山市では、「津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、「津山圏域雇用

労働センター」（令和６年４月１日管理開始予定）の指定管理者の候補となる団体（以下「指定管理候補者」

という。）について、指定管理候補者を特定し、学識経験者等で構成する指定管理者審査委員会における意

見聴取の結果、下記のとおり選定しましたのでお知らせします。 
なお、選定された指定管理候補者については、指定管理候補者を指定管理者とする議案を１２月議会へ

付議し、可決された場合には、指定期間開始時から本施設の運営に当たることとなります。 
 

記 
 
１　施設概要 
　(1) 施設名 
　　　津山圏域雇用労働センター 
　(2) 所在地 
　　　津山市山下９２番地１ 
　(3) 施設規模等 
　　　敷地面積　　　１，３７２．３８平方メートル 
　　　述べ床面積　　１，８０４．２７平方メートル 
 
２　指定管理候補者 
　(1) 団体名 
　　　津山広域事務組合 
　(2) 代表者名 
　　　管理者　津山市長　谷口　圭三 
　(3) 主たる事務所の所在地 
　　　津山市山下９２番地１ 
 
３　指定期間（予定） 
　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
４　審査委員会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略） 

 役　職 氏　名 役　職　等
 委員長 中川　竜二 津山市産業経済部長
 

委　員

小山　京子 美作大学生活科学部教授

 稲垣　知成 日本政策金融公庫津山支店支店長

 山本　佳史 津山市産業経済部次長 兼 企業立地課長

 小須田　純 津山市産業経済部商業・交通政策課長

 沼　泰弘 津山市産業経済部みらい産業課長



 
 
５　選定の概況 

津山圏域雇用労働センター指定管理者応募要項に基づき、応募団体について評価を行い、指定管理候

補者としてふさわしいと評価された「津山広域事務組合」を選定したものです。 
 

(1) 選定理由について 
　　　津山圏域雇用労働センターは、組合構成市町村（津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美

咲町）の雇用の安定と勤労者福祉の推進を図り、もって産業の振興に寄与することを目的として設置

した施設です。津山圏域雇用労働センター条例で認められた入居団体であり、施設の利用形態が業務

と密接に関連していることから、「津山広域事務組合」が引き続き運営することが最も合理的であり、

学識経験者等で構成する指定管理者審査委員会における意見聴取及び審査の結果、当該施設について

は公募を行わず「津山広域事務組合」を指定管理候補者に選定しました。 
 
　(2) 審査結果一覧 
　　　審査結果については以下のとおりです。 

 

※評価点数は審査員６名の平均値（小数点第１位未満四捨五入） 

※評価点は８１．１点であり、一定水準（100点×60％＝60点）以上の評価点に達している。

 審査基準 配点 候補者
 運営経費 １０点 ２.０点

 申請団体 １０点 ９.３点
 管理運営方針 ２５点 ２３.５点
 事業実施計画等 ２５点 ２０.０点
 サービス提供体制 ２０点 １７.８点

 その他施設固有事項 １０点 ８.５点
 合　計 １００点 ８１.１点


